
公 表 資 料 

令和４年６月２８日 

防 衛 省 

 

自衛隊法第６５条の１１第５項の規定に基づく自衛隊員の再就職 

状況の報告（令和４年１月１日～同年３月３１日分） 

 

自衛隊員の再就職状況については、管理職隊員（特別の機関、地方支分部局等

を含む本省課長・企画官相当職以上※）が、離職後２年以内に再就職した場合等

において、その再就職情報（氏名、離職時の官職又は階級、再就職先の名称・地

位、防衛大臣又は官民人材交流センターの援助の有無等）について、防衛大臣に

届出を行うこととされています。 

 本日、令和４年１月１日から同年３月３１日までの間に防衛省において受理し

た再就職情報について、自衛隊法（昭和２９年法律第１６５号）第６５条の１１

第５項の規定に基づき、防衛大臣から内閣に報告を行いましたので、別紙１及び

別紙２により公表します。 
 

※ 自 衛 官：１等陸佐、１等海佐又は１等空佐以上（ただし、自衛官俸給
表の１等陸佐、１等海佐及び１等空佐の（三）欄に定める額

の俸給の支給を受ける者にあっては、俸給の特別調整額が一
種又は二種とされる官職に就いていた者以外の者を除く。） 

事務官等：行政職（一）７級以上の者又はこれに相当する者（ただし、
行政職（一）７級及びこれに相当する者にあっては、俸給の

特別調整額が一種又は二種とされる官職に就いていた者以外
の者を除く。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【連絡先】 

  防衛省人事教育局人事計画・補任課再就職等監視室 

電話：０３－３２６０－０８１２（直通） 



府省等名

防衛省

防衛省 1        3        -        1        -        -        3        2        6        38      1        -        55      

一般社団法
人又は一般
財団法人

認可法人

合計

【自衛隊法第65条の11第１項、第３項及び第４項の規定に基づく届出】

学校法人、
社会福祉法
人又は更生
保護法人

自営業 その他

自衛隊法第65条の11第３項
の規定に基づく届出
（離職後の事前届出）

特殊法人

［再就職先区分別］

公益社団法
人又は公益
財団法人

独立行
政法人

その他の非
営利法人

【自衛隊法第65条の11第１項、第３項及び第４項の規定に基づく届出】

自衛隊法第65条の11第５項の規定に基づく報告の概要　

（令和４年１月１日～同年３月31日分）

［届出区分別］

国又は地方
公共団体の

機関
営利法人

自衛隊法第65条の11第１項
の規定に基づく届出
　（在職中の届出）

31                               24                               

国立大学
法人

-                                 55                                           

自衛隊法第65条の11第４項
の規定に基づく届出
（離職後の事後届出）

合計

再就職先
区分

府省等名
府省等名

別紙１



自 至

1 敷嶋　章 57
海上自衛隊幹部学校運用教
育研究部図演装置運用課長

R3.10.17 R4.1.14
海上自衛隊幹部学校運用
教育研究部図演装置運用
課長

R3.10.17 R4.2.27 課務総括 R4.2.27 R4.2.28 株式会社タクマテクノス ごみ処分業
環境プラント
事業所長候補

無 有

2 鈴木　千佐加 57
統合幕僚学校教育課研究室
長

R3.10.6 R4.1.31
統合幕僚学校教育課研究
室長

R3.10.6 R4.3.8
調査研究の計画の立案、実
施等に関する業務等

R4.3.8 R4.3.24 株式会社フジタ 建設業

東日本支社に
おける安全管
理担当（契約
社員）

無 有

3 伊東　修 57
航空自衛隊航空教育隊司令
兼防府南基地司令

R3.12.17 R4.2.3
航空自衛隊航空教育隊司
令兼防府南基地司令

R3.12.17 R4.3.12 基本教育に関する事項 R4.3.12 R4.4.1 株式会社アイレックス
通信制御ソフト開発及びネッ
トワーク構築等の事業

総務・人事・
人材開発担当
次長

無 有

4 今村　英二郎 56
陸上自衛隊西部方面混成団
第１９普通科連隊長

R4.2.17 R4.3.4
陸上自衛隊西部方面混成
団第１９普通科連隊長

R4.2.17 R4.3.14 連隊の指揮・監督等 R4.3.14 R4.4.1 九州電力株式会社 電力供給事業等
危機管理担当
課長（嘱託）

無 有

5 國嶋　健一 56
防衛研究所戦史研究センタ
ー戦史研究室主任研究官

R3.11.30 R4.1.25
防衛研究所戦史研究セン
ター戦史研究室主任研究
官

R3.11.30 R4.3.14
日本陸軍に関する調査研究
及び戦史研究センターの総
括業務

R4.3.14 R4.4.1
ポッカサッポロフード＆ビ
バレッジ株式会社

自動販売機の保全活動および
新規開拓営業活動　等

月給契約社員 無 有

6 関谷　拓郎 56
陸上自衛隊中部方面混成団
第４９普通科連隊長

R4.2.14 R4.3.7
陸上自衛隊中部方面混成
団第４９普通科連隊長

R4.2.14 R4.3.14
連隊の指揮・統率に関する
業務

R4.3.14 R4.4.1 武蔵野建興株式会社 建設業等 専任部長 無 有

7 中川　修 56 情報本部分析部 R4.1.14 R4.3.3 情報本部分析部 R4.1.14 R4.3.14 分析第１課長 R4.3.14 R4.4.1
東京海上日動火災保険株式
会社

損害保険業
損害サービス
主任

無 有

8 中野　智彦 56
陸上自衛隊小平学校副学校
長

R3.10.29 R3.12.6
陸上自衛隊小平学校副学
校長

R3.10.29 R4.3.14 学校長補佐 R4.3.14 R4.3.15 学校法人都築第一学園 学校等の運営 学校事務 無 有

9 古庄　信二 56
陸上自衛隊西部方面混成団
長兼陸上自衛隊久留米駐屯
地司令

R3.8.4 R4.2.9
陸上自衛隊西部方面混成
団長兼陸上自衛隊久留米
駐屯地司令

R3.8.4 R4.3.14
団の指揮・監督等及び駐屯
地の警備等に関する業務

R4.3.14 R4.3.15 日本郵政株式会社
日本郵政グループの経営戦略
策定

危機管理・災
害対応業務
（有期雇用派
遣労働者）

無 有

10 堀　征己 56
陸上自衛隊教育訓練研究本
部教育部統率教育室教官

R3.12.16 R4.1.18
陸上自衛隊教育訓練研究
本部教育部統率教育室教
官

R3.12.16 R4.3.14 統率に関する教育 R4.3.14 R4.3.15 スルガ銀行株式会社 銀行業 部長 無 有

11 山口　尚彦 56
防衛研究所政策研究部軍事
戦略研究室主任研究官

R3.8.20 R4.1.17
防衛研究所政策研究部軍
事戦略研究室主任研究官

R3.8.20 R4.3.14

豪州軍の地域コミュニティ
ーとの調和施策及び米国・
瑞典の民間防衛に関する調
査研究

R4.3.14 R4.4.1 日立造船株式会社 製造業
運営施設管理
者

無 有

12 岡本　浩 57
陸上自衛隊北部方面混成団
長

R3.7.19 R4.3.1
陸上自衛隊北部方面混成
団長

R3.7.19 R4.3.16 部隊長に関する業務 R4.3.16 R4.3.17 住友生命保険相互会社 保険業
東北基盤戦略
室顧問

無 有

13 大川　貴司 59
自衛隊福岡病院副院長兼企
画室長

R3.3.15 R4.2.1
自衛隊福岡病院副院長兼
企画室長

R3.3.15 R4.3.17
病院長の補佐及び病院運営
の全般統制に関する業務

R4.3.17 R4.4.1 医療法人徳洲会 医療
長崎北徳洲会
病院医師

無 無

14 伊藤　政文 57 航空自衛隊第２高射群司令 R3.9.30 R3.11.24
航空自衛隊第２高射群司
令

R3.9.30 R4.3.29

第２高射群司令として地対
空ミサイル器材の運用及び
維持整備、部隊の隊務運営
に関する指揮監督に従事

R4.3.29 R4.4.1 日本飛行機株式会社

航空機部分品、標的システム
、ロケット部分品、宇宙機器
の製造、航空機の修理、整備
および改造

営業員（嘱託
）

無 有

15 坂本　太郎 56
海上自衛隊小月教育航空群
司令

R4.2.22 R4.3.22
海上自衛隊小月教育航空
群司令

R4.2.22 R4.3.30 群務統括 R4.3.30 R4.4.1 後藤運輸株式会社 港湾運送業
調査役（契約
社員)

無 有

16 西野　一行 56
航空自衛隊航空総隊司令部
監理監察官

R3.10.27 R3.12.6
航空自衛隊航空総隊司令
部監理監察官

R3.10.27 R4.3.31 部隊の監察に関する業務 R4.3.31 R4.4.1
国立研究開発法人宇宙航空
研究開発機構

宇宙開発利用分野の基礎研究
から開発・利用

東京事務所に
おける情報保
全業務職

無 有

17 松本　和明 60 情報本部総務部総務課長 R3.4.1 R4.1.18 情報本部総務部総務課長 R3.4.1 R4.3.31 情報本部の総務業務全般 R4.3.31 R4.4.1
一般財団法人防衛医学振興
会

防衛医科大学校の教職員、学
生等の教育、福利厚生等の援
助

研究助成課長
兼ねて事業課
長

無 無

求職の承認
の有無

（注３）

防衛大臣又は
官民人材交流
センターの援
助の有無（注

４，５）

官職又は階級
在職期間

職務内容

約束前の求職開始日以後の隊員としての在職状況及び職務内容（注１）

離職日
再就職日
（注２）

再就職先の名称 再就職先の業務内容
再就職先にお

ける地位

自衛隊法第65条の11第５項の規定に基づく報告
（令和４年１月１日～同年３月31日分）

【１． 自衛隊法第65条の11第１項の規定に基づく届出関連】

番号 氏名 離職時の年齢 官職又は階級
約束前の求職

開始日
（注１）

再就職の約束
をした日

別紙２



自 至

求職の承認
の有無

（注３）

防衛大臣又は
官民人材交流
センターの援
助の有無（注

４，５）

官職又は階級
在職期間

職務内容

約束前の求職開始日以後の隊員としての在職状況及び職務内容（注１）

離職日
再就職日
（注２）

再就職先の名称 再就職先の業務内容
再就職先にお

ける地位
番号 氏名 離職時の年齢 官職又は階級

約束前の求職
開始日

（注１）

再就職の約束
をした日

18 大川　努 56
海上自衛隊第１海上補給隊
司令

R4.2.9 R4.3.17
海上自衛隊第１海上補給
隊司令

R4.2.9 R4.4.1 隊務統括 R4.4.1 R4.4.2
伊藤忠アビエーション株式
会社

輸送用機械器具卸売業
アドバイザー
（顧問）（常
勤嘱託）

無 有

19 木下　周一 56
海上自衛隊第２２整備補給
隊司令

R3.10.11 R4.3.22
海上自衛隊第２２整備補
給隊司令

R3.10.11 R4.4.1 隊務統括 R4.4.1 R4.4.2
一般社団法人日本防衛装備
工業会

防衛装備品等の研究開発等
業務部担当部
長

無 有

20 佐藤　広憲 56 海上自衛隊阪神基地隊司令 R3.9.7 R4.3.17
海上自衛隊阪神基地隊司
令

R3.9.7 R4.4.1 隊務統括 R4.4.1 R4.4.2
株式会社ジーエス・ユアサ
テクノロジー

電気機器製造販売業等
顧問(嘱託社
員）

無 有

21 白坂　政秀 56
海上自衛隊第３術科学校副
校長

R3.7.16 R3.8.23
海上自衛隊第３術科学校
副校長

R3.7.16 R4.4.1 学校統括補佐 R4.4.1 R4.4.2
株式会社エー・エム・サポ
ート

航空機等整備支援業務 本社部長代理 無 有

22 菅原　政弘 57
航空自衛隊航空支援集団司
令部総務部長

R3.12.1 R4.2.15
航空自衛隊航空支援集団
司令部総務部長

R3.12.1 R4.4.1
団司令部及び隷下部隊の総
務・人事に関する業務の監
督・指導

R4.4.1 R4.4.2 日本電気株式会社
ＩＴシステム、ネットワーク
システムの提供等

参与（嘱託） 無 有

23 杉本　弘次 56
海上幕僚監部首席会計監査
官

R3.11.15 R4.3.17
海上幕僚監部首席会計監
査官

R3.11.15 R4.4.1 室務統括 R4.4.1 R4.4.2 電気興業株式会社 無線通信機械器具製造業等
えびのテクノ
センター所長

無 有

24 平山　茂敏 56
防衛大学校防衛学教育学群
国防論教育室長

R3.10.25 R4.3.16
防衛大学校防衛学教育学
群国防論教育室長

R3.10.25 R4.4.1 室務統括 R4.4.1 R4.4.2 学校法人都築第一学園 学校教育 事務職員 無 有

25 岩松　恒徳 57
海上自衛隊下総教育航空群
付（海上自衛隊下総航空基
地隊司令）

R3.7.27 R3.11.16
①海上自衛隊下総航空基
地隊司令　②海上自衛隊
下総教育航空群付

①R3.7.27
②R4.3.22

①R4.3.21
②R4.4.4

①隊務統括　②特に命ぜら
れた事項

R4.4.4 R4.4.5 アイング株式会社 ビルメンテナンス業 本部要員 無 有

26 小林　栄樹 57
陸上自衛隊中央業務支援隊
副隊長

R4.2.17 R4.3.16
陸上自衛隊中央業務支援
隊副隊長

R4.2.17 R4.4.12
支援隊長を補佐し、業務を
整理

R4.4.12 R4.4.13
東京海上日動火災保険株式
会社

損害保険業、業務代行・事務
の代行、確定拠出年金の運用
業務

損害サービス
主任

無 有

27 水田　英幹 57
海上自衛隊呉海上訓練指導
隊司令

R3.9.24 R4.3.7
海上自衛隊呉海上訓練指
導隊司令

R3.9.24 R4.4.20 隊務総括 R4.4.20 R4.4.21 鹿島道路株式会社 舗装工事業 安全管理職 無 有

28 阿部　慎治 57
陸上自衛隊中央業務支援隊
付（陸上自衛隊中部方面混
成団第４７普通科連隊長）

R3.10.20 R4.1.6

①陸上自衛隊中部方面混
成団第４７普通科連隊長
②陸上自衛隊中央業務支
援隊付

①R3.10.20
②R4.3.14

①R4.3.13
②R4.4.27

①部隊の隊務を統括　②特
に命ぜられた事項

R4.4.27 R4.4.28 三谷産業株式会社
空調設備工事関連、情報シス
テム関連等

リスクマネジ
メント対策員

無 有

29 神田　謙 57
陸上自衛隊第１５旅団司令
部付（陸上自衛隊東部方面
混成団副団長）

R3.10.7 R4.1.17
①陸上自衛隊東部方面混
成団副団長　②陸上自衛
隊第１５旅団司令部付

①R3.10.7
②R4.3.14

①R4.3.13
②R4.5.1

①混成団各隷下部隊の業務
等を掌握し、混成団長の補
佐及び幕僚の統括に関する
業務　②特に命ぜられた事
項

R4.5.1 R4.5.14 一般社団法人シーソック
中国遺棄化学兵器の発掘・回
収・処理等

中国遺棄化学
兵器処理（契
約社員）

無 有

30 浅見　勇学 57
陸上自衛隊武器学校付（陸
上自衛隊関西補給処副処
長）

R3.12.2 R4.2.22
①陸上自衛隊関西補給処
副処長　②陸上自衛隊武
器学校付

①R3.12.2
②R4.3.14

①R4.3.13
②R4.5.8

①関西補給処長の補佐、宇
治駐屯地司令の補佐　②特
に命ぜられた事項

R4.5.8 R4.5.9 日本トレクス株式会社
トレーラ、トラックボディ等
大型輸送用機器の製造及び販
売

担当部長 無 有

31 西尾　透 57
海上自衛隊自衛艦隊司令部
付（海上自衛隊自衛艦隊司
令部監察主任幕僚）

R3.11.18 R4.1.18

①海上自衛隊自衛艦隊司
令部監察主任幕僚　②海
上自衛隊自衛艦隊司令部
付

①R3.11.18
②R4.3.22

①R4.3.21
②R4.5.21

①安全、監察業務　②特に
命ぜられた事項

R4.5.21 R4.5.22 アイング株式会社 ビルメンテナンス業 本部要員 無 有

（注１）約束前の求職開始日とは、再就職の約束をした日以前の隊員としての在職期間中における以下の①から③までの日のいずれか早い日をいう。

①再就職先に対し、再就職を目的として、最初に自己に関する情報を提供した日

②再就職先に対し、再就職を目的として、最初に当該再就職先の地位に関する情報の提供を依頼した日

③再就職先に対し、最初に当該再就職先の地位に就くことを要求した日

該当する日がなかった場合（自衛隊法施行令の一部を改正する政令（平成29年政令第320号）の施行日（平成30年１月１日）前に約束前の求職開始日があった場合を含む。）には、「約束前の求職開始日」欄に「－」と記載し、「約束前の求職開始日以後の隊員としての在職状況及び職務内容」

欄に、再就職の約束をした日以後の隊員としての在職状況及び職務内容を記載している。

（注２）「再就職日」には、「再就職予定日」が含まれる。

（注３）「求職の承認」とは、自衛隊法第65条の３第２項第５号の規定に基づく承認をいう。

（注４）「防衛大臣の援助」とは、自衛隊法第65条の10第１項の規定に基づき、防衛大臣が行う若年定年等隊員の離職に際しての離職後の就職の援助をいう。

（注５）「官民人材交流センターの援助」とは、自衛隊法第65条の10第２項において準用する国家公務員法（昭和22年法律第120号）第18条の５第１項及び第18条の６（同項に係る部分に限る。）の規定に基づき、官民人材交流センターが行う一般定年等隊員の離職に際しての離職後の就職の援助をいう。



自 至

1 柴田　昭市 58
防衛装備庁長官官房　装備官
（陸上担当）

－ － － － － R2.8.25 R4.3.11 自営
オンラインによる海外子女へ
の日本語等教育

－ 無 無

2 小和瀬　一 57
陸上自衛隊陸上総隊司令部幕
僚長

－ － － － － R2.12.22 R4.1.1 三菱電機株式会社
重電システム、産業エレクト
ロニクス、家電等の製造・販
売

顧問(常勤嘱
託）

無 無

3 阿部　智 57 海上自衛隊第３術科学校長 － － － － － R3.3.26 R4.1.1 株式会社ＩＨＩ 航空機用原動機製造業 顧問 無 無

4 斉藤　和重 60
防衛大学校副校長（企画・管
理担当）

－ － － － － R3.7.1 R4.2.1
日本海洋コンサルタント株
式会社

建設工事のコンサルタント 顧問 無 無

5 田中　聡 60 防衛研究所長 － － － － － R3.9.1 R4.2.1 大成ロテック株式会社 建設業 顧問 無 無

6 荒木　哲哉 57
航空自衛隊航空総隊司令部幕
僚長

－ － － － － R3.9.30 R4.2.1 日本電気株式会社
ネットワークシステムの開発
、提供事業等

参与（嘱託） 無 無

7 片岡　義博 57
陸上自衛隊教育訓練研究本部
訓練評価部長

－ － － － － R3.9.30 R4.1.1 損害保険ジャパン株式会社 損害保険 顧問（常勤） 無 無

8 津田　昌隆 57
航空自衛隊第４航空団司令兼
松島基地司令

－ － － － － R3.9.30 R4.1.1 大樹生命保険株式会社 保険業 顧問（嘱託） 無 無

9 濱田　博之 57 自衛隊大阪地方協力本部長 － － － － － R3.9.30 R4.1.1 弘済企業株式会社 保険事業及び石油事業 部長付 無 無

10 眞弓　康次 57
防衛装備庁調達事業部調達総
括官

－ － － － － R3.9.30 R4.1.21 中国化薬株式会社
防衛火工品、産業火薬品等の
製造及び販売等

顧問 無 無

11 源　弘紀 57 陸上自衛隊輸送学校長 － － － － － R3.9.30 R4.1.1 新日本海フェリー株式会社
自動車・旅客・貨物の海上輸
送

顧問 無 無

12 伊藤　俊男 59 人事教育局給与課長 － － － － － R3.10.1 R4.1.1
あいおいニッセイ同和損害
保険株式会社

損害保険事業 顧問 無 無

13 岡田　俊和 57 陸上自衛隊北海道補給処長 － － － － － R3.10.14 R4.1.1 日本通運株式会社 物流事業全般
顧問（限定職
社員（期間）
）

無 無

14 風間　政人 59
防衛装備庁調達事業部需品調
達官

－ － － － － R3.11.1 R4.1.17
独立行政法人情報処理推進
機構

情報セキュリティ対策の強化
、IT人材の育成活動等

エキスパート
（常勤嘱託職
員）

無 有

15 北田　明良 60
自衛隊中央病院総合診療科部
長

R3.11.1
自衛隊中央病院
総合診療科部長

R3.11.1 R3.11.23 診療 R3.11.23 R4.1.11 医療法人刀圭会 医療・介護施設等の経営
本川越病院医
師（非常勤）

無 無

16 北田　明良 60
自衛隊中央病院総合診療科部
長

R3.11.16
自衛隊中央病院
総合診療科部長

R3.11.16 R3.11.23 診療 R3.11.23 R4.1.19 医療法人社団厚潤会 病院の経営等
花輪病院医師
（非常勤）

無 無

再就職先の業務内容
再就職先にお
ける地位

求職の承認の
有無（注２）

防衛大臣又は
官民人材交流
センターの援
助の有無（注
３，４）

官職又は階級

在職期間

職務内容

【２．自衛隊法第65条の11第４項の規定に基づく届出関連】

番号 氏名 離職時の年齢 離職時の官職又は階級
離職前の求職

開始日
（注１）

離職前の求職開始日から離職日までの間の隊員としての在職状況及び職
務内容（注１）

離職日 再就職日 再就職先の名称



自 至

再就職先の業務内容
再就職先にお
ける地位

求職の承認の
有無（注２）

防衛大臣又は
官民人材交流
センターの援
助の有無（注
３，４）

官職又は階級

在職期間

職務内容

番号 氏名 離職時の年齢 離職時の官職又は階級
離職前の求職

開始日
（注１）

離職前の求職開始日から離職日までの間の隊員としての在職状況及び職
務内容（注１）

離職日 再就職日 再就職先の名称

17 北田　明良 60
自衛隊中央病院総合診療科部
長

R3.11.16
自衛隊中央病院
総合診療科部長

R3.11.16 R3.11.23 診療 R3.11.23 R4.2.18 医療法人社団仁成会 病院の経営等
高木病院医師
（非常勤）

無 無

18 永吉　広和 59 自衛隊舞鶴病院長 － － － － － R3.12.1 R4.1.1
愛媛県厚生農業協同組合連
合会

医療業 医師 無 無

19 小野塚　貴之 59 陸上自衛隊東部方面総監 － － － － － R3.12.22 R4.1.15 株式会社東急ストア
一般食品、生鮮食品等にわた
る総合小売業のチェーンスト
ア

シニアパート
ナー(パート
）

無 無

20 坂上　禎 57
海上自衛隊第２２航空群司令
部付（近畿中部防衛局調達部
次長）

R3.10.25

①近畿中部防衛
局調達部次長
②海上自衛隊第
２２航空群司令
部付

①R3.10.25

②R3.11.1

①R3.10.31

②R4.1.1
①部務統括　②特に命ぜられ
た事項

R4.1.1 R4.2.1
エムエイチアイオーシャニ
クス株式会社

金属工作機械製造業
タスクマネー
ジャ担当（契
約社員）

無 有

21 原田　豊 57
航空自衛隊航空中央業務隊付
（統合幕僚学校教育課長）

R3.8.1

①統合幕僚学校
教育課長　②航
空自衛隊航空中
央業務隊付

①R3.8.1
②R4.1.10

①R4.1.9
②R4.1.21

①統合教育と統合研究に関す
る監督指導　②特に命ぜられ
た事項

R4.1.21 R4.2.1 原子力規制庁
原子力規制における防災･緊急
事案対策業務等

環境技官 無 無

22 池ノ本　八郎 57
陸上自衛隊補給統制本部付
（陸上自衛隊西部方面後方支
援隊副隊長）

R3.6.4

①陸上自衛隊会
計監査隊東部方
面分遣隊長　②
陸上自衛隊補給
統制本部付

①R3.6.4
②R3.12.1

①R3.11.30

②R4.1.22

①会計実地監査を主体とした
隊務運営管理　②特に命ぜら
れた事項

R4.1.22 R4.1.23 中国化薬株式会社
防衛火工品、産業火薬品、工
業薬品の製造及び販売等

副参事（嘱託
）

無 有

23 鈴内　克律 56
防衛装備庁長官官房装備開発
官（航空装備担当）付航空開
発調整官（第３開発室長）

R3.6.4

防衛装備庁長官
官房装備開発官
(航空装備担当)
付航空開発調整
官

R3.6.4 R4.1.31
航空装備品の研究開発に関す
る業務

R4.1.31 R4.2.1
国立研究開発法人新エネル
ギー・産業技術総合開発機
構

エネルギー・環境技術に係る
研究開発業務

一般事務 無 無

24 甲斐　義博 57
海上自衛隊佐世保地方総監部
付（海上自衛隊佐世保教育隊
司令）

R3.10.25
海上自衛隊佐世
保地方総監部付

R3.10.25 R4.2.2 特に命ぜられた事項 R4.2.2 R4.2.3 海洋電子工業株式会社 一般機械修理業
事業所顧問
（常任社員）

無 有

（注１）離職前の求職開始日とは、隊員としての在職期間中における以下の①から③までの日のいずれか早い日をいう。

①再就職先に対し、再就職を目的として、最初に自己に関する情報を提供した日

②再就職先に対し、再就職を目的として、最初に当該再就職先の地位に関する情報の提供を依頼した日

③再就職先に対し、最初に当該再就職先の地位に就くことを要求した日

該当する日がなかった場合（自衛隊法施行令の一部を改正する政令（平成29年政令第320号）の施行日（平成30年１月１日）前に離職前の求職開始日があった場合を含む。）には、「離職前の求職開始日」欄及び「離職前の求職開始日から離職日までの間の隊員としての

在職状況及び職務内容」欄に、「－」と記載している。

（注２）「求職の承認」とは、自衛隊法第65条の３第２項第５号の規定に基づく承認をいう。

（注３）「防衛大臣の援助」とは、自衛隊法第65条の10第１項の規定に基づき、防衛大臣が行う若年定年等隊員の離職に際しての離職後の就職の援助をいう。

（注４）「官民人材交流センターの援助」とは、自衛隊法第65条の10第２項において準用する国家公務員法第18条の５第１項及び第18条の６（同項に係る部分に限る。）の規定に基づき、官民人材交流センターが行う一般定年等隊員の離職に際しての離職後の就職の援助をいう。

（注５）管理職隊員以外の隊員である間に再就職の約束をした者で、一度でも管理職隊員であったことがある者については、「自衛隊法第65条の11第４項の規定に基づく届出」として本表に掲載。



（参考） 
 

○ 自衛隊法（昭和２９年法律第１６５号）（抄） 

 
（防衛大臣への届出等）  

第六十五条の十一 隊員（退職手当通算予定隊員を除く。）は、離職後に営利企業等の

地位に就くことを約束した場合には、速やかに、防衛省令で定めるところにより、

任命権者が防衛大臣であるときは防衛大臣に、任命権者が防衛大臣以外の者である

ときは当該任命権者を通じて防衛大臣に、政令で定める事項を届け出なければなら

ない。 
２ （略） 
３ 管理又は監督の地位にある隊員の官職として政令で定めるものに就いている隊員

（以下「管理職隊員」という。）であつた者（退職手当通算離職者を除く。次項にお

いて同じ。）は、離職後二年間、次に掲げる法人の役員その他の地位であつて政令で

定めるものに就こうとする場合（第一項の規定による届出をした場合を除く。）には、

あらかじめ、防衛省令で定めるところにより、防衛大臣に政令で定める事項を届け

出なければならない。 
一 行政執行法人以外の独立行政法人  
二 特殊法人（法律により直接に設立された法人及び特別の法律により特別の設立

行為をもつて設立された法人（独立行政法人に該当するものを除く。）のうち政

令で定めるものをいう。） 
三 認可法人（特別の法律により設立され、かつ、その設立に関し行政庁の認可を

要する法人のうち政令で定めるものをいう。） 
四 公益社団法人又は公益財団法人（国と特に密接な関係があるものとして政令で

定めるものに限る。） 
４ 管理職隊員であつた者は、離職後二年間、営利企業以外の事業の団体の地位に就

き、若しくは事業に従事し、若しくは事務を行うこととなつた場合（報酬を得る場

合に限る。）又は営利企業（前項第二号及び第三号に掲げる法人を除く。）の地位に

就いた場合は、第一項又は前項の規定による届出を行つた場合、日々雇い入れられ

る者となつた場合その他政令で定める場合を除き、防衛省令で定めるところにより、

速やかに、防衛大臣に政令で定める事項を届け出なければならない。 
５ 防衛大臣は、第一項及び前二項の規定による届出（第一項の規定による届出にあ

つては、管理職隊員がしたものに限る。）を受けた事項について、遅滞なく、政令で

定めるところにより、内閣に報告しなければならない。 
６ 内閣は、毎年度、前項の報告を取りまとめ、政令で定める事項を公表するものと

する。 
 


